工事管理ファイル及び業務管理ファイルに記入する
工事（委託）番号について
工事（委託）番号については、発注者側のシステムによって出力される様式の表示が異なっているため、現状では請負契約書上の工事番号もまちまちになっていることが見受けられます。
（例）事業執行管理システムで登録する工事番号（閲覧図書表紙等）　07-310-0145
建設業管理システムに登録される工事番号（入札案内書等）　　07003100145
電子納品された電子成果品を保管する保管管理システムでは、電子成果品の工事管理ファイル（業務管理ファイル）の工事番号と建設業管理システムに登録されている工事（委託）番号とが合致しないと登録できません。従って、電子成果品の工事管理ファイル（業務管理ファイル）に入力する工事（委託）番号については建設業管理システムと同じハイフンなしの11桁の半角数字としますので留意願います。
　また、以上により福島県電子納品運用ガイドライン（案）について、以下のとおり一部訂正又は追加します。
【土木工事編】に関する訂正
（旧）
	6.2.2. 工事番号の記入について
工事管理項目の「工事番号」は、設計図書に示す11桁(ハイフンを含む)の工事番
号を半角英数文字で以下のとおり記入します。
　　（例）　07-310-0145



（訂正）

6.2.2. 工事番号の記入について
工事管理項目の「工事番号」は、例に示すとおり半角数字11桁で入力します。
（例）　　　　0 7 0 0 3 1 0 0 1 4 5
工事番号については、以下のように発注者側のシステムによって出力される様式
の表示が異なっていますが、工事管理ファイルに入力する工事番号は「－」ハイフンを使用しない11桁の半角数字とします。
　　　
　（例）　07-310-0145（閲覧図書表紙）
07-00310-0145　　　　　　　　⇒　工事管理ファイル　07003100145
07003100145（入札案内書）
【業務委託編】に関する追加
（追加）
6.2.2. 委託番号の記入について
業務管理項目の「委託番号」は、例に示すとおり半角数字11桁で入力します。
（例）　　　　0 7 0 0 3 1 0 0 1 4 5
委託番号については、以下のように発注者側のシステムによって出力される様式
の表示が異なっていますが、業務管理ファイルに入力する委託番号は「－」ハイフンを使用しない11桁の半角数字とします。
　　　　
（例）　07-310-0145（閲覧図書表紙）
07-00310-0145　　　　　　　　⇒　業務管理ファイル　07003100145
07003100145（入札案内書）
【建築・設備設計業務委託編】
　　（旧）
３－２－３　各ファイル作成の留意事項
（１）設計書コード
　　　　業務管理ファイルに記入する設計書コードは、原則として、業務カルテの「業務コード番号」を記入するが、当面の間、次のとおりとする。
　　　　委託番号（例）：０７－０００－０００１
　　　　コード       ：０７０００００１

　　（改正）
３－２－３　各ファイル作成の留意事項
（１）設計書コード
　　　　業務管理ファイルに記入する設計書コードは、原則として、業務カルテの「業務コード番号」を記入するが、当面の間、半角数字で１１桁（ハイフンを除く）の契約番号を入力する。契約番号が１１桁でない場合は、監督員へ問い合わせてください。（建設業管理システム（県）の委託番号の入力が必要となります。）
　　　　なお、設計書コードは8桁の規制があるため、「３－３－２検査システムによるチェック」ではエラーとなりますが、設計書コードのエラーについては問題無いこととして取り扱います。
【営繕工事編】に関する追加
（追加）
３－３－３　各ファイル作成の留意事項
（１）工事番号
　　　　工事管理ファイルに入力する半角英数１１桁（ハイフンを除く）の契約番号を入力する。契約番号が１１桁でない場合は、監督員へ問い合わせてください。（建設業管理システム（県）の工
事番号の入力が必要となります。）
　　　　※以下（５）まで番号順次変更
 年次


（2桁）





事務所コード


（5桁）





番号


（4桁）





（11桁）





 年次


（2桁）





事務所コード


（5桁）





番号


（4桁）





（11桁）








